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1，序

　アラブ・イスラエル紛争において、イスラエルのアラブ人はみえない

〔invisible）存在であるといわれる。川今日、イスラエル人6人にひとり

はアラブ人である。しかし、彼らの存在は、イスラエル政府はもとより、ア

ラブ諸国、それにアメリカやヨーロッパなどの第3国によっても無視されて

きたのである。イスラエルで彼らは第五列であり、敵の内通者・スパイとみ

られ、アラブ諸国からは裏切り者と呼ばれる。ユダヤ人の国イスラエルの人

口統計などでは、アラブ市民は非ユダヤ人（Non－Jews）であり、国の政治、

経済、文化等々どの分野をとってみてもアウトサイダーである。近年、とく

に1967年の第3次中東戦争（いわゆる6日戦争）後、アラブ人の間にパレス

チナ化あるいは民族化、そして1970年代末以後はイスラーム化ともいうべき

意識の変化がみとめられ、今後の動静が注目されている。

　この小論は、パレスチナのイスラーム社会の現状と変容のメイン・テーマ

のなかで、1948年以降イスラエルに組み込まれたアラブ・イスラーム社会に

焦点をあてるものである。その際、分析の中心はこのアラブ・イスラーム社

会が、1950年代のアラブ民族主義の洗礼をうけ、1967年以後は占領地のアラ

ブ人との交流により民族意識を発展させるとともに、イスラエルのみなら

ず、中東の政治的局面において生起した多くの現象に刺激され、こうして自

らのアイデンティティを模索するにいたった、その政治的、民族的意識の変

容のプロセスである。
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II，概観

　パレスチナのアラブ・イスラーム社会は現代史のなかで、少なくとも3度

の激動を経験している。最初は、1920年に歴史的なシリアから切り離され、

イギリスの委任統治の下に入ったときである。この結果、パレスチナには独

自の民族主義運動が生まれることになるが、それはシオニスト運動との相互

作用によるものであった。次に、1948年イスラエルの成立とそれにともなう

アラブ・イスラエル戦争のため、パレスチナのアラブ・イスラーム社会はイ

スラエル、エジプト、ヨルダン3国の支配の下に置かれるのである。こうし

て、イスラエルのアラブ人はアラブ世界から完全に隔絶されることになる。

3度目は、1967年6月の、いわゆる6日戦争によって、イスラエルがエジプ

トの占領下にあったガザ地区を手にいれ、ヨルダンから東エルサレムを含む

西岸地区を占領、またシリアから戦略的要衝のゴラン高原を奪ったときであ

る。戦後イスラエルと占領地の両アラブ人は再会し、新たな関係が発展して

いくが、これ以後のイスラエルのアラブ・イスラーム社会の政治的、民族主

義的変容、あるいはパレスチナ化は、双方のアラブ・イスラーム社会の相互

作用の所産であると捉えなければならないであろう。

　本論に立ち入る前に、イスラエルのアラブ・イスラーム社会の概観につい

て論述することは問題の理解に有益であろう。

　表1はイスラエルの総人日、ユダヤ人口および非ユダヤ人口、っまりイス

ラーム教徒、キリスト教徒、ドルーズである。

　表1から、1960年をピークにユダヤ人口の比率が漸次低下の一途をたどっ

ているこどが明らかであろう。この原因は、ユダヤ人については移民の減

少、非ユダヤ人に関しては高い人口増加率に求められる。すなわち、1948－

84年の年平均人口増加率はユダヤ人4．5％，非ユダヤ人4．1％であるが、
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表1．イスラエルの人口統計

1949年

1950

1955

1960

1965

1966

1967

1968

1970

1975

1980

1982

1984

イスラエルの総人口

　　　1，173．9

　　　1，370．1

　　　1，789．1

　　　2，150．4

　　　2，598．4

　　　2，657．4

　　　2，776．3

　　　2，841．1

　　　3，022．1

　　　3，493．2

　　　3，921．7

　　　4．063．6

　　　4，199．7

（単位1，000）

ユダヤ人口

1，013．9（86．4）

1，203．0（87．8）

1，590．5｛88．9｝

1，911．3｛88．9）

2，299．1（88．5）

2，344．9（88．2｝

2，383．6（85．9》

2，434．8（85．7）

2，582．0｛85．4）

2，959．4（84．7｝

3，282．7（83．7）

3，373．2｛83．O｝

3．471．7（82．7）

　（）内は％

非ユダヤ人口

160．0（13．6）

167．1｛12．2）

198．6｛11．1》

239．1｛ll．1｝

299．3（11．5）

312．5〔11．8）

392．7（14．1｝

406．3（14．3）

440．0（14．6）

533．8（15．3｝

638．9（16．3｝

690．4（17．0｝

727．9（17．3）

（注）1960年までの統計は1948年11月8日の人口登録に基づき、以後の統

　　計はi961年5月22日、1972年5月20日および1983年6月4日に実施

　　された国勢調査に基づく。また1967年以降の非ユダヤ人口には東エ

　　ルサレムのアラブ人口を加えてある。

（出所）Statistical　Abstract　of　Israe1，1985．
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Zダヤ人口の増加率が高いのは建国後の移民増によるものである。ところ

が、1972－82年の10年間をとると、ユダヤ移民の減少もあってユダヤ人の年

平均増加率は2．1％、非ユダヤ人のそれは3．7％である。

　注目すべきことは、非ユダヤ人が一般的に若年であるという点である。

19才以下のユダヤ人、非ユダヤ人の各人口に占める割合は、前者が38．2％で

あるのに対し、非ユダヤ人は56．9％に上っている。表2は、非ユダヤ人の宗

派別人口である。

表2．非ユダヤ人の宗派別人口

1949年

1950

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1984

イスラーム教徒

　111．5（69，7）

　116．1（69．5）

　166．3（69．6）

　212．4〔71．0）

　289．6（73．7）

　328．6（74．7）

　411．4（77．1）

　498．3（78．O）

　559．1｛76，9）

キリスト教徒

34．0（21．3）

36．0（21．5）

49．6（20．7）

57．1（19．1）

71．0（18．1）

75．5（17．2）

80．2（15．0）

89．9（14．1）

98．2（13．5）

（単位1，000）

ドルーズほか

　14．5（　9．1）

　15．0‘　9．0｝

　23．3｛9．7｝

　29．8（10．0）

　32．1（　8．2）

　35．9｛8．2）

　42．2（　7．9）

　50．7（　7．9）

　70．0（　9．6｝

0内は％

　　合計

　160．0（100）

　167．1（100｝

　239．1（100）

　299．3（100）

　392．7｛100｝

　440．0（100）

　533．8（100）

　638．9（100）

　727．9〔100）

（出所）Statistical　Abstract　of　Israe1，1985．
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　イスラーム教徒の人口増加率が高い。一般に医療の普及、生活水準の向上

により、死亡率は著しく低下している。イギリス委任統治時代のパレスチ

ナ・アラブ人の死亡率は1，000人につき約20人であったが、イスラエル建国

後低下し、1968年には5．9人になった。c2，イスラーム教徒はスンニ派、キ

リスト教徒は半数以上がカソリック、次いでギリシャ正教、プロテスタント

である。（3）また「ドルーズほか」のカテゴリー中、99％がドルーズであ

り、残りはバハイ、サマリタンなどである。（‘）

　非ユダヤ人の居住地域は、主として北部のガリラヤ地域に全体の47．8

％、ハイファ地域16％、中央部の小三角地帯⊂5｝9．6％、南部のネゲプ地域

6．5％、それにエルサレム地域18．3％に分かれ、ハイファ地域を加えると北

部だけで63．8％、44万人に達する。‘6，キリスト教徒の多くは北部地域に集

中している。
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lll，イスラエル建国とアラブ人社会の変容

1．アラブ人社会の社会的・経済的状況

　1948年イスラエルが建国されたとき、パレスチナと呼ばれた地域には、65

万のユダヤ人とおよそ130万のアラブ人が居住していた。このうち、約70万

人が後にイスラエルの国家となった地域にいた。（’）　（残りはガザに10万、

ヨルダンに併合された西岸地区に50万）しかし、第1次中東戦争の砲火が止

んだ1948年秋までに、アラブ人口は15万6，000人に減少した。　114万人は難

民となった。端的にいえば、イスラエルのアラブ人はわずかな期間にマジョ

リティからマイノリティに転落したのである。地域的にみればユダヤ人より

もアラブ人の方がマジョリティであった。この点にアラブ人をとりまく複雑

な状況が存在するといえよう。イスラエル当局は彼らを常に警戒の目でみ、

アラブ人は国内での閉塞状況にいらだち、しかも周辺のアラブ諸国の動向に

不断にさらされ、ユダヤ、アラブ両社会間の木信を増長してきたのである。

　多くの難民とともに、ハイファ、ヤッファなどの地主、資本家もイスラエ

ルを退散し、アラブ諸国との通商が途絶え、後背の市場を失ったことによ

り、すでにユダヤ経済に組み込まれつつあったパレスチナのアラブ経済は崩

壊した。宗教財産を管理し、宗教から政治問題にいたるまで広い分野にわ

たって影響力を行使してきた最高ムスリム評議会は解散し、その機能は宗教

省に引き継がれ、財産は国家開発局（Development　Authority）の管理にゆだ

ねられた。（8⊃

　イスラエル政府のマイノリティ対策は、国の安全を脅かしかねない条件が

アラブ人社会には固有に存在するという想定に立脚した。（9）第1次戦争後

イスラエル政府はガリラヤ、小三角地帯、ネゲブの3地域に軍事政府を樹立
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し、1966年12月廃止されるまでの間、これらの地域の治安を強化し、ユダヤ

化を促進するため、国内移動の制限、土地の収用など厳しい措置をとった。

軍事政府の法的根拠は1945－46年に制定された英委任統治時代の緊急規則に

基づいた。t1°）アラブ住民の日常生活、土地・財産に関する限り、軍事政府

は大幅な権限を与えられたのであった。同時に、政府はマイノリティ問題を

取り扱うため、少数民族省を設置した（後に警察省に発展解消）。

　土地の収用は、防衛法（非常事態、1945年）、緊急法（安全地域、1949

年）、緊急時における土地徴発法（1949年）、不在者財産取得法（1950

年）、土地取得法（実施と補償、1953年）、時効法（1958年）などに基づ

き、多くの土地が収用された。（1　1）今日までどの位のアラブ人の土地が収用

されたかについて正確なデータは無い。イスラエルの土地所有形態は4つの

カテゴリーに分類される。すなわち、国有地、開発局の所有地、ユダヤ民族

基金（JNF）所有地それに私有地である。‘量2D私有地はさらにユダヤ人と

非ユダヤ人の所有に分かれる。前3者に所属する土地は全体の92．6％、

1，877万5，000ドナム（1ドナムは約1，000m2）であり、私有地の比率はわ

ずか7．4％にすぎない。‘’3）1948年にアラブ人の所有に属していた土地の

65～75％が収用されたという説もある。‘14）サブリ・ジェリスの引用によれ

ば、1945年にパレスチナに存在したおよそ807の町村のうち、374町村、45

％が消滅したといわれ、‘1　5）イスラエル最大のアラブ村ウム・アル・ファヒ

ムでは1947年に村民の所有した土地12万5，000ドナムが収用後わずか2万

5．000ドナムに減少したという例もある。‘1　6）いずれにせよ、広大な土地が

安全など様々な理由で収用されたのである。1945年当時、その後イスラエル

となった土地のアラブ人平均1人当りの耕作面積は6．6ドナムであったが、

1957－58年には3．2ドナムと半分以下に減少したといわれ、‘1　7⊃アラブ人口

の流出に加え、土地の収用、農耕地の減少の結果、多くのアラブ村民は都市

や、ユダヤ人の町へ出稼ぎに行くことになる。土地の収用は多くの農民を労

働者に変え、後述するようにイスラエル・アラブの政治変革の遠因になるの
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である。

　その一方、政府はアラブ経済を吸収・統合するための努力を重ねた。イス

ラエルのアラブ経済は建国後、次のような未曾有の変動を経験した。第1

に、イスラエル経済のめざましい発展は雇用の創設、生産方法、市場の開拓

をともないアラブ人社会に多大の影響を与えた。第2に、アラブ、ユダヤの

接触により、アラブ・セクターで近代化が進展した。第3に、アラブの伝統

的経済の衰退は近代的経済に道を開いた。そして第4として、政府の様々な

経済政策はアラブ経済に多大の影響をもたらしたのである。｛18⊃これらの結

果、1950年にはアラブ労働力人口の配分は、農業50％、工業・手細工業10

％、建設6％、運輸6％、商業サービス28％であったものが、1978年には、

農業12．6％、工業・手細工業18．8％、建設19．9％、運輸6．0％、商業サービ

ス38．7％と変化した。｛1　9）農業部門はユダヤ経済では、5．4％と低くアラブ

経済においても次第に重要性を低下させてきている。また政府は、1962－66／

67年、1967／68－1971／72年の2度アラブ村落の経済発展をはかるため5力年

計画を実施した。このような5力年計画の主眼点は、電気・水道の敷設、道

路の整備、学校・医療施設の建設、商工業の育成などにおかれたが、投下さ

れた予算も全体の開発予算の1．5～1．3％と少なく、所期の目的がすべて達

成されたとはいいがたいものの、これらの5力年計画によって、政府のアラ

ブ問題担当首相顧問オフィスは国内のアラブ人社会に関する限り、権限強化

をはかることができた。‘2°D特に、1966年に軍事政府が廃止されてから、同

オフィスは政府のアラブ問題にかかわる政策決定に直接関係してくるのであ

る。

　しかしながら、イスラエル国内におけるアラブ、ユダヤ両セクターの格差

は依然として縮まらない。1975年のデータをとると、アラブ人の年間1人当

りの所得はユダヤ人のほぼ半分にすぎない。‘21）電気冷蔵庫、電話、自家用

車の普及率をとっても、ユダヤ人家族がそれぞれ98．3％、52．2％、27．6％で

あるのに対して、アラブ人家族は各53．8％、7．0％、11．5％である。雇用に
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ついても、1975年ではホワイトカラーの上級職がユダヤ人は51．1％に対し、

アラブ人は19．2％、逆に未熟練労働者がアラブ人13．0％、ユダヤ人5．2％で

ある。農業、建設に従事するプルーカラーは、アラブ人が30％以上であるの

に、ユダヤ人は10％程度である。農業人口は次第に減少しっつあるとはい

え、この部門での両社会の差は決定的である。1974－75年アラブ農民が耕作

した農地は895，000ドナムで、このうち7．6％が灌溜されていたが、一方、

ユダヤ農民が耕作した農地は3．425，000ドナムにのぼり、うち51．4％が灌漸

されていた。しかも1ドナム当たりの収穫は、ユダヤ人の方が5．5倍ほど高

いのである。ユダヤ農業が、肥沃な土地、すぐれた灌溜施設、機械化、補助

金、市場、耕作技術の点で有利にあることは明らかである。｛22）

　アラブ人社会の教育の普及は目を見はるばかりである。1948／49年に幼稚

園も含め各種教育機関に登録された生徒数は合計11，129名であったが、

1978／79年には169，952名に上り、教育機関についても、同期間、幼稚園が

10から298に、小学校が45から290、高校が1から90に増加、これにともな

い、識字率も1954年の42．8％から1972年の63．2％へ増大した。また、アラブ

人の大学進学率も上昇し、1968／69年にイスラエルの6大学のアラブ人学生

の登録数は608名であったが、1978／79年では倍以上の約L362名に達して

いる。｛23，にもかかわらず、教育においても、両社会の隔たりはなかなか埋

まらない。ユダヤ人にくらべ、アラブ人の文盲率は依然として3倍程度高い

のである。

　このように、両社会の非対称の関係は十分に明らかであるが、両社会間の

こうした不平等関係は時間とともにある程度は解消していくものであろ

う。（24）というのも、イスラエルのダイナミックな発展のアラブ人社会への

波及効果は、ユタヤ人社会を凌駕するほど大きいからである。たとえば、

1956－57年に平均アラブ人家族の1人当り所得はユダヤ人家族のそれの35％

足らずであったが、1973年には56％に上昇、アラブ人の文盲率についても、

1961年の49．5％から1975年の22．9％に低ドしたが、これを同期間のユダヤ人
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社会の12．6％から7．6％への低下と照らし合わせると、その伸び率の高さが

明らかであろう。

　しかし、両社会間の格差はむしろ、このような数字に現れない分野で決定

的である。ユダヤ人の国家においてはアラブ人のステータスの向上は望むべ

くもなく、完全な平等はありえないからである。アラブ人がユダヤ企業の社

長や会長に就任したり、政府の重要閣僚のポストに任命される可能性はおろ

か、外務省や国防省の職員になることすら難しいであろう。アビガドール・

レボンティン｛Avigdor　Levontin｝がいみじくも述べているように、アラブ人

の学校で生徒が先生に「大きくなったら、パイロットになりたい」と目を輝

かせながら話すとき、当の教師は何と説明すればよいのだろう。そのような

場合、教師は真実を語るべきであるというのが、レボンティンの主張であ

る。125，空軍のパイロット志願を呼びかけるビラがあったとしても、それは

あくまでもユダヤ人が対象である。アラブ諸国では実現するかも知れない夢

が、イスラエルではすべて達成できるとは限らないのである。恐らくは、そ

の少年は、ビラは過去にアラブ人と戦った軍の徴募のためのものであり、将

来も同じように同胞であるアラブとの戦いに備えて呼びかけるであろうと説

明されなければならないのだと。‘26）これは極めて不合理な状況だが、イス

ラエルが不断に外敵の脅威にさらされている限り、止むを得ない状況であろ

う。

2．アラブ人の政治的意識の変化

　イスラエル建国とともに、かつてパレスチナの反ユダヤ暴動を指揮した指

導者はいずれも近隣のアラブ諸国へ逃れた。残ったのは、地方レベルのハム

ラ（一族）の長など伝統的指導者たちであった。これらの指導者の影響力は

狭い地域に限られ、全国的レベルの指導者は、イスラエル当局の政策的判断
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もあって今日まで現れていない。政府および軍事政府がアラブ住民の統治に

活用したハムラの長は地方政治に重要な機能を果たした。彼らは村相互間の

関係、村と中央とのコミュニケーションにおいて、仲介的に機能したのであ

る。c27）イスラーム、キリスト教など各宗派の指導者の影響力も著しく弱体

化した。イスラーム社会は有力な指導者の不在のまま、すべてが宗教省の管

轄の下に入り、イスラーム法廷のカディースの任命にユダヤ人が携わるな

ど、権威が目立って低下した。またキリスト教も、もともと外国との関係が

緊密であったから、国内の発言力にはおのずと限界があった。むしろ、ア

ラブ人社会のなかで早くから活動していたのは、政府マパイ党（後の労働

党）、シオニスト左派のマパーム党、それにイスラエル共産党（マキ）で

あった。マパイ党が依拠したのは、ハムラの長、宗教指導者など伝統的指導

層であった。選挙になると、マパイ党はこれらの指導者の集票マシーンを動

員すべく彼らから構成される候補者リストを作成、アラブ地域でキャンペー

ンを行ったのである。マパーム党も同様に党のリストにはアラブ人を加え、

アラブ住民へのアピールを行った。‘28⊃これらの党の支援したアラブ人候補

は、政府の政策とアラブ住民の利害のいたばさみとなり、したがってアラブ

住民の間では支持は低かった。アラブ人の利益を代弁したのは共産党であっ

た。共産党の政治キャンペーンは最初からアラブ住民をターゲットにした。

共産党は、1948年11月ユダヤ人、アラブ人両共産主義者がそれまでシオニズ

ムなどをめぐって続いていた対立を解消し、統合したが、1965年党選挙制度

をめぐって対立し、ユダヤ派（マキ）とアラブ・ユダヤ派（ニュー・コミュ

ニスト＝ラカバ）に分裂した。‘29｝共産党は軍事政府反対、土地収用反対な

ど多くの反対運動の先頭に立ち、アラブ住民の間で支持をふやした。表3は

第1回国会以来の非ユダヤ人議員数、表4はアラブ住民の共産党への投票率

を示したものである。
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表3．非ユダヤ人議員数

第1国会（1949－51）

第2国会（1951－55）

第3国会（1955－59）

第4国会（1959－61）

第5国会（1961－65）

第6国会（1965－69）

第7国会（1969－73）

第8国会（1973－77）

第9国会（1977－81）

第10国会（1981－84）

第11国会（1984－）

（出所）Burg．ほか。

14



　表4．アラブ住民の共産党への投票率（％）

第1回国会選挙（1949）　　　　　　22．2

第2回　　　　（1951）　　　　　16．3

第3回　　　　（1955）　　　　　15．6

第4回　　　　（1959）　　　　　10．0

第5回　　　　（1961）　　　　　22．7

第6回　　　　（1965）　　　　　22．6

第7回　　　　（1969）　　　　　28．9

第8回　　　　（1973）　　　　　38．7

第9回　　　　（1977）　　　　　50．6

第10回　　　　（1981）　　　　　　37

第11回　　　　（1984）　　　　　　33

（出所）Burg．ほか。
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　ところで、前述したように、アラブ農民の農地喪失、イスラエル経済のダ

イナミズムなどによって、土地を失った農民は出稼ぎ労働力となり、多くの

場合、大都市、ユダヤ人の町へ働きに出た。こうしてこれらの労働者は国の

急激な近代化の波を浴びることになるのである。生計を獲得する場所が居住

地から離れ（職住の遠隔化）、このため村との絆は弱まり、都市の生活様

式・文化が地方に伝播し、伝統的生活様式が崩れ始める。この変化のプロセ

スは、っいで伝統的指導者の地位を脅かし始めるのである。また同時に、教

育水準の向上は高等教育への関心をますます高めていく。高校あるいは大学

への進学率が増大すると、アラブ人が狭い地域を超越して交流する機会も増

す。このようにしてもたらされた生活環境の変化は、余暇を生み、青少年に

接触の場を与える。YMCAやスポーツ・クラブがもっぱらこのような交流

を深める場を提供し、若者は政治論議を戦わすのである。

　1950年代後半はエジプトのナセル大統領のアラブ民族主義がアラブ世界を

席巻した時代であった。アラブ世界から完全に疎外されたとはいえ、周辺の

アラブ諸国の動向は、これらの諸国のラジオ・ステーションからプロパガン

ダとともに日夜飛び込んでくるラジオ放送を通じて、正確にキャッチされて

いた。ムハンマド・アプドル・ワッハープ、ウム・カルスームといった歌手

の歌声は電波にのってやって来たし、詩歌、文学などの番組はアラブ文化の

普及に役立った。また週1回アラブ、イスラエル双方の放送局が行った行方

不明者の消息を伝える番組は双方の肉親、友人の不安を拭い去り、互いの絆

を一層強めたといえよう。c3°）1956年7月23日ナセル・エジプト大統領はス

エズ運河会社の国有化を宣言するが、この歴史に残る演説がカイ「ロ放送を通

して伝わると、イスラエルのアラブ人は真剣に耳を傾け、一言もらさず書き

取り、演説の写しを作って回覧したと、あるイスラエル・アラブ人は語って

いる。‘3　1）

　こうして、特異な境遇に置かれたアラブ人社会にもアラブ民族主義の波が

ひたひたと押し寄せてくるのである。
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3．政治運動の限界一一「アル・アルド」運動の挫折

　エジプトのスエズ運河会社国有化に続く第2次中東戦争、1958年2月のエ

ジプト、シリアのアラブ連合創設とそのアラブ世界への波及等々一連の出来

事は、アラブ民族主義運動の巨大なうねりとして国際政治のなかで受け止め

られたのである。イスラエルのアラブ・イスラーム社会も例外ではなかっ

た。この間の1956年10月29日スエズ戦争開始直前に、テルアビブの東、ヨル

ダンとの休戦ラインに近いカセム村で外出禁止令を知らずに帰宅した村民47

名がイスラエル国境警備隊によって射殺されるという悲劇が発生したが、ア

ラブ・イスラーム社会もまた、アラブ世界を煉原の火のように焼き尽くしつ

っあった民族主義運動に触発されていたのである。1958年5月1日、ナザレ

で催されたメーデーの式典はつい数カ月前のアラブ連合の発足に刺激され、

デモ隊と警官隊との間に衝突が発生した。このとき逮捕されたデモ参加者の

救援対策本部のアラブ委員会が設けられ、この委員会はやがて民族主義運動

の中核に発展するのであった。‘32｝同年7月同委員会はアラブ戦線（後に人

民戦線と改称）を創設した。アラブ戦線はイスラエル共産党のナザレ・クラ

ブ内に設けられたように、当初共産党はこのグループに有形、無形の援助を

行った。1958年から1959年にかけ、クファール・ヤーシフ、タイーバ、ワ

ディ・ニスナース、ラムレ、リッダなどで同戦線の支部が次々と開設され

た。人民戦線と共産党の蜜月はナセルとソ連との緊密な関係に負うところ大

であったが、1959年になってナセルと、ソ連の支援を受けたイラクのカセム

の反目が激化すると、同戦線内部の民族派と共産派の共産党との協力関係を

めぐる対立も決定的となり、ついに民族派が戦線を脱退するにいたった。

共産派と挟を分かった民族派は、　「アル・アルド（大地）」という名の機

関誌を発行し、1960年には印刷と出版のアル・アルド株式会社を設立した

のであった。以来、民族派は「アル・アルド」として知られるようになっ
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た。｛33，アルドは共産党と徹底的に対決した。とくに、彼らが厳しく弾劾し

たのは、共産党の指導部を牛耳るユダヤ人幹部と共産党の拠って立つ議会制

民主主義路線であった。とりわけ後者については、選挙のボイコットを呼び

かけたのであった。

　イスラエル当局は、アルドのこうした姿勢のなかに国家の存立を本質的に

否定する危険な芽をみ、次第に圧力を強め、1964年11月国防大臣署名の命令

によって、アルドは非合法化され、活動はすべて禁止されることになった。

指導者のマンスール・カルダーシュ〔Mansur　Qardosh・ギリシア正教）、ハ

ビープ・カフワジー（Habib　Qahwaji・マロン派）、サプリ・ジェリス（Sabri

Jiryis・ギリシア・カソリック）の3名は逮捕された。

　「アル・アルド」の主要目標は、イスラエルのユダヤ人大衆や当局の意向

を省みずに、パレスチナ・アラブ民族主義の闘争を行うことであった。C34）

しかし具体的には明確な政治的イデオロギーを提供することができず、ただ

ナセルの民族主義と社会主義を混ぜ合わせたイデオロギーに感化されたいく

つかの理念を打ち出すにとどまった。‘35）

　「アル・アルド」の挫折は多くの教訓を含んでいる。イスラエル・アラブ

人の政治運動、民族運動には自ずと限度があることを明らかにした点で、

「アル・アルド」は後の同種の運動に多大の影響を与えたのである。
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IV，1970年代のアラブ・イスラーム社会

1．6日戦争とアラブ・イスラーム社会

　1967年6月5日イスラエル軍は、エジプト、シリア、ヨルダン3国に対

し、先制攻撃を仕掛け、わずか6日にして、シナイ半島、ガザ地区、東エル

サレム、ヨルダン川西岸地区それにゴラン高原を占領した。この戦争に、イ

スラエルのアラブ・イスラーム社会はどのように対応したか。戦争前の予測

では数量で圧倒するアラブ諸国が断然優位にあるというのが一般的であった

が、イスラエル軍はこの軍事的劣勢をはねのけるため先制攻撃に踏み切った

のである。イスラエルのアラブ人は極めて複雑な立場に置かれた。アラブ人

はそれまで態度を明確にしないという立場を基本的には貫いてきた。前述し

たように、彼らは双方から疑惑の目で見られていたから、もしアラブ軍が進

攻してきた場合敵イスラエルの協力者として真先に処刑される可能性があっ

た。したがって、彼らには軍事的解決より、むしろ政治的解決のほうが好都

合であった。6日戦争にいたる危機のプロセスのなかで、大多数のアラブ人

は事態の進行を静かにみまもっていたにすぎないが、なかには公然とアラブ

支持を呼号し、あるいは全く逆にイスラエル軍兵士に献血・献金をすすんで

行うなどする者も一部にはみられた。

　1966－68年ヘブライ大学社会学者グループがイスラエルのアラブ人を対象

に行った一連の調査は6日戦争に対する次のような興味ある回答を導き出し

ている。c36）
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（質問）戦争が勃発したとき、どちらの側が勝つと思ったか。

（回答）アラブ側　どちらも勝たない　イスラエルの辛勝　イスラエル

　　　　67％　　　　　18％　　　　　　　5％　　　　　　　9％

（質問）戦争はアラブ人のイスラエル観にどう影響したか。

（回答）

　　　尊敬

　　　恐怖

　　　憎悪

上昇

43％

52％

73％

同じ　　　　下降

17％　　　　40％

34％　　　　　13％

23％　　　　　4％

（質問）アラブはイスラエルと戦争しなければならないか。（1966年調査）

（回答）そのとおり（無条件で）

　　　イスラエルがアラブ人の権利を

　　　　　　みとめないなら、戦争に賛成

　　　戦争してはならない（無条件で）

18％

42％

38％

（質問）アラブはもう一度戦争しなければならないか。（1967年調査）

（回答）そのとおり（無条件で）

　　　イスラエルがアラブ人の権利を

　　　　　　みとめないなら、戦争に賛成

　　　戦争してはならない（無条件で）

49％

13％

38％
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　これらの回答からアラブ人の多数はアラブ側が勝利をおさめるであろうと

予測していたこと、イスラエルの劇的な勝利に感嘆する回答もあったが、多

くのアラブ人の反応は戦勝の結果予測されうる事態への恐れであり、あるい

は短期間に絶望の淵から勝利の歓喜へ変転したユダヤ人に対する憎悪であっ

たこと、それは戦後アラブはもう一度イスラエルと戦争をすべきであるとの

回答に反映していることが明らかとなる。同時に、イスラエル・アラブ人の

自己規定（self－identification）も戦争を契機に変動を余儀無くされた。

1966年には、イスラエル人、イスラエル・アラブ人、アラブ人、パレスチナ

人の順序で回答が高かったが、1967年には、アラブ人、ムスリムまたはクリ

スチャン、イスラエル・アラブ人、パレスチナ人、イスラエル人の順となっ

た。あの67年の戦争がどれだけイスラエルのアラブ・イスラーム社会の民族

意識をかきたてたかが想像できるであろう。

　しかも、以上のアラブ人の意識変化は、1967年以降占領地のアラブ人との

接触、交流が深まるにつれ、促進・強化されうるものであることを考慮にい

れなければならない。占領とともに、ガザ、北シナイ、西岸地区、ゴラン高

原に軍事政府が樹立され、占領地100万のアラブ人を統治することになっ

た。6月18日エルサレムのイスラーム、キリスト教聖所への信徒の立ち入り

が許可され、6月23日以降イスラム教徒がエルサレムのアル・アクサー寺院

で、キリスト教徒が聖墳墓教会でそれぞれ礼拝を行った。6月29日東西エル

サレムを長年分離していた壁が取り壊され、相互の往来が自由になった。こ

うして、イスラエル、占領地双方のアラブ人の間に劇的な再会の光景が繰り

広げられたが、それだけにとどまらず、重要なことはイスラエルのアラブ人

が1948年以来の閉塞状況から開放されたことであり、相互の交流は次にイス

ラエルのアラブ・イスラーム社会の民族化・パレスチナ化を育む土壌を提供

したのである。
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2．民族意識の高楊

　6日戦争がアラブ・イスラーム社会に深い挫折感と屈辱をもたらしたとす

れば、1973年の10月戦争は自信を与えることになった。石油武器の威力は西

欧諸国を震憾させるに十分であったし、緒戦であげたアラブ側の戦果の数々

はイスラエル不敗の神話を打ち破ったのであった。戦後アメリカを中心に進

められたアラブ、イスラエル間の兵力の引き離し、中東和平交渉の進展はイ

スラエルのアラブ人社会一般にどう影響してくるのであろうか、彼らの将来

のステータスはどう変わるのか、あるいは変わらないのか、など全く新しい

問題を次々と提起したのである。アラブ人社会はこのような動きに決して無

関心ではなかったが、総じて冷ややかにみまもっていた。ひとつには、事態

が十分明らかになるまで態度の決定を見合わせるそれまでの習慣によるもの

であり、さらに、問題となっている中東和平で対象とされるのは占領地のア

ラブ人であって、イスラエルのアラブ人は和平交渉から基本的に排除されて

いたのである。

　一方、中東和平の中心はパレスチナ問題にあるとみる国際世論は、1973年

の石油危機を体験した各国国民の間で次第に高くなり、1974年9月に招集さ

れた第29回国連総会は、10月14日「パレスチナ問題の討議にあたってPLO

（パレスチナ解放機構）をパレスチナ人代表として招請する」旨の71力国共

同決議案を、賛成105、反対4（米、イスラエルなど）、棄権20の圧倒的多

数で可決した。ll月13日国連はパレスチナ問題の討議を開始、討議の冒頭ア

ラファト（Yasir　Arafat）PLO議長は初めて総会議場に姿を現し、　PLO

の従来の主張を訴え、「銃よりもオリーブの枝を」でしめくくる歴史的演説

を行ったのである。続いて11月22日総会はパレスチナ人の民族自決、国家主

権、祖国復帰などの原則を確認する決議案を賛成89、反対8、棄権37で採

択、さらにPLOに国連常駐オブザーバーの資格を与える決議案を賛成95、

反対17、棄権19で採択したのである。このように、国際世論の大勢はPLO
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の存在をみとめることが現実的であるとの認識に近づいたのである。これら

の決議を支持するデモがイスラエルのアラブ地域および占領地で敢行され、

連帯が表明されたのであった。そして民族化とともに、パレスチナ化と呼ぶ

べき現象がアラブ人社会においてみとめられるようになるのである。1974年

にイスラエルのアラブ人を対象にした面接調査によれば、実に76％のアラブ

人がパレスチナ人としての意識を有すると回答しており、⊂37⊃1974－75年の

別の調査によっても、85％のアラブ人は自己規定を明確にパレスチナ人であ

るとしており、｛38）パレスチナ人アイデンティティがアラブ人社会のなかで

ますます強化されているのが明らかとなる。

　1975年12月ナザレ市市長に共産党のアラブ人タウフィク・ザイヤード

（Tawfiq　Zayyad）が当選したことは、以上の現象の具体的現れであった。ガ

リラヤ地方の「首都」ともいうべきナザレ（人口1975年3万9，000、1984年

4万6，300）に共産党のアラブ人市長が誕生したことは、イスラエル当局に

は重大な衝撃であったし、アラブ人社会には彼らの民族意識を一段と刺激す

ることになった。

3．　「土地の日」闘争

　ガリラヤ地方は、かつてイスラエル建国前のパレスチナにおける民族主義

運動の拠点であった。もともと委任統治時代同地はイギリスとフランスの影

響力の周辺地域にあったため、双方の支配が十分に及ばなかったこと、また

シリアの民族主義運動の浸透を常に受けていたこと、それに教育程度の高い

キリスト教徒の間に民族意識が高かったことなどが、この地域の政治的性格

を特徴づけていた。このため、イスラエル当局は建国の当初から同地のユダ

ヤ化をはかることに多くのエネルギーを費やしてきたといえよう。たとえ

ば、アラブ都市ナザレのすぐ隣にユダヤ人の町アパー・ナザレを建設し、ガ
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リラヤのアラブ人居住地域の中心部にユダヤ人の開発都市カルミエルを建設

したのは、アラブ地域にクサビのようにうちこまれたユダヤ化政策の一環で

あったといえよう。1961年にわずか4，300名しか数えなかったアパー・ナザ

レの人口は1983年には5倍に膨張したのである。すでに述べたようにアラブ

人口の47．8％が集中するガリラヤ、ハイファを加えると63．8％に達する北部

地域のユダヤ化をどう進めるかはイスラエル政府の最大の課題であったので

ある。そのイスラエル当局がナザレ市の共産党市政の出現に驚愕したとして

も不思議ではない。

　1976年2月、イスラエル政府は20，000ドナムの土地の収用を含めたガリラ

ヤ開発計画を策定した。このうち9，000ドナムはアラブ人に属したといわれ

ている。政府のこの決定は、すでに許容できないほど多くの土地を没収され

たうえ、民族主義運動の刺激を受けていたアラブ人社会の反発を一層強める

ことになった。一方、1967年以来共産党（ラカバ）は民族化の傾向をますま

す強めるにいたった。ラカバはアラブ人社会において、まず1974年内務省の

補助金などのアラブ市町村への交付を狙って設立された地方評議会首長全

国委員会（National　Committee　of　Heads　of　Local　Councils）を、ついで

1975年末に結成されたアラブ土地防衛全国委員会（National　Committee　for

the　Defense　of　Arab　Lands）を通じて影響力を拡大しようと試みたのであっ

た。‘39⊃土地防衛全国委員会は3月30日を「土地の日」と定め、アラブ人に

対し土地の収用に抗議するため、その日に行われるゼネ・ストに参加するよ

う呼びかけたのである。同委員会のユダヤ、アラブ両メンバーはイスラエル

紙に多くの広告を掲載し、多数のアラブ村落ではラカバ支持者と共産党青年

連盟のメンバーからなる行動委員会が次々と誕生し、ストの準備からアラブ

人労働者のオルグにいたるまで様々な活動を行ったのである。‘4°Dイスラエ

ル当局はゼネ・ストを失敗に終わらせるために伝統的なアラブの指導者に圧

力をかけたが、このことがかえって住民の指導者に対する反発に火を注ぐこ

とになり、3月25日35地方評議会の首長がスト反対投票を行ったところ、こ
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の集会が開かれていたシェファラムの市庁舎は高校生の投石を浴びる始末で

あった。‘・・1）r土地の日」の当日、土地が収用されることになっている中部

ガリラヤの3つの村で外出禁止令がしかれた。アラブ農民と軍隊が衝突、流

血の惨事となり、アラブ人7名が死亡したほか、多数が負傷し、数百名が逮

捕された。注目すべきことは、イスラエル・アラブ人の「土地の日」の闘争

に連帯して占領地西岸地域のナプルス、ベツレヘム、東エルサレムでもスト

ライキが決行された点であろう。西岸地域でも右翼宗教グループの「ク

シュ・エムニム（Gush　Emunim）」の入植運動は多くの土地をアラブ人の手か

ら奪い、グシュ・エムニムの組織した西岸行進などはアラブ住民の神経を逆

撫でしていたのである。4月1日死亡した3名のアラブ人の葬儀がサハニー

ンで行われ、ガリラヤの36町村からのおよそ1万名の会葬者が行進し、「精

神と血でガリラヤを一切の干渉から守る」とのスローガンを掲げたのであ

る。⊂42）

　「土地の日」の闘争は、イスラエルの内外にそれまでほとんど軽視されて

きたアラブ住民の置かれた状況を知らせるきっかけになり、アラブ人社会に

おいては土地収用に反対する抵抗のシンボルであると同時に民族主義運動の

具体的表現となった。

　「土地の日」の闘争が占領地でも支持されたことはすでに述べたとおりで

あるが、この騒乱の興奮がまださめやらぬ1976年4月、占領地の西岸各地で

実施された地方選挙の結果、多数のPLO寄りの市長が当選し、ふたたびイ

スラエル当局に衝撃を与えることになった。1976年の春から夏にかけて政府

はアラブ・マイノリティ政策の見直しを行うことになった。

　それから数か月後の1976年9月、イスラエルの左派マパーム系新聞rア

ル・ハミシュマール』は内務省のガリラヤ地方監督官イスラエル・ケーニッ

ヒ（lsrael　Koenig｝の起草した秘密メモを公表したのである。　rジャーナ

ル・オブ・パレスタイン・スタディーズ（Journal　of　Palestine　Studies）』

が同メモの全文を英訳、掲載したが、それによれば、「イスラエルのアラブ
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人の扱い法（Handling　the　Arabs　of　Israe1）」と題するケーニッヒ・メモの

要旨は次のとおりであった。｛43⊃イスラエル当局の国内アラブ人社会に対す

る認識を知るのに役立つと思われるので、いささか長くなるが以下にまとめ

てみる。まず、「土地の日」以前に書かれた同メモの「提案1」は、イスラ

エルにおけるアラブ人社会の建国後の状況を概観したあと、アラブ人問題の

背景を論じ、問題解決のための提案を行っている。このメモで取り上げられ

た点は、人口問題とアラブ民族主義の高揚、アラブ人の指導者、経済と雇

用、教育、法の施行の5点である。

　（1）人口問題とアラブ民族主義の高揚

　年間の人口増加率はユダヤ人1．5％に対しアラブ人は5．9％であり、後者

の増加率の高さは1975年半ばでアラブ人25万、ユダヤ人28．9万が集中する北

部地域では重大である。この増加率が続くなら、1978年までにアラブ人は同

地の総人口の51％を占めることになろう。しかもガラリヤのアラブ人口の増

加は同地に対するイスラエルの統治を危険にさらし、北からの軍隊の浸透を

容易にするであろう。また、西岸やオープン・ブリッジによるアラブ諸国と

の自由な往来によってイスラエルのアラブ人とこれらの地域の住民との接触

が増大している。最近はアラブ人が不動産を組織的に購入するケースも増え

ている。

［提案］アラブ人口の密集地域にユダヤ人の入植地を建設、強化する。法の

範囲内で国とシオニズムに敵対的な指導者や地区に対してアメとムチの政策

を援用する。ラカバの影響力を減殺するため労働党の友党の育成に努める。

　（2）アラブ人の指導者

　アラブ人社会内の世代の交代などによる若者の抵抗が目立っている。しか

も次第に反体制化しているのが特色である。この状況を敵対勢力が利用しよ

うとしている。
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［提案］アラブ地区での政府役人、警察などの人心の刷新を断行する必要が

あろう。特別の組織をつくり、ラカバや他の好ましからぬ人物の私事にわた

る性癖などを調査し、こうして得た情報を選挙民に流す。

　（3）経済と雇用

　イスラエルのアラブ人口は14％に達しているが、税金はわずか1．5％を支

払っているにすぎない。北部地域でユダヤ人のために巨額の投資をともなう

プロジェクトが実施されているが、これらはアラブ人労働者を25％～50％程

度雇用している。ところが、アラブ人は雇用によって生計が確保され、この

ため暇ができ、社会主義や民族主義思想の浸透を受けやすく、敵対勢力の好

餌となる。またアラブ人労働者の増大はユダヤ、アラブ間の摩擦を助長す

る。

［提案］アラブ人労働者の雇用を20％以内に押える。税徴収の強化に努め

る。消費財についてとくに非常時にユダヤ住民がアラブ人業者への依存を防

ぐための取り決めを行う。中央の機関はもっとユダヤ人への優遇措置につい

て関心を払うべきである。

　（4）教育

　経済条件の改善と生活・社会的活動での安定は高校および他の高等教育機

関への進学率の上昇をもたらした。しかし卒業後十分な就職の機会に恵まれ

ないため多くの学生は欲求不満状態に置かれ、外へ救済を求めようとする。

イスラエルの国家体制がこうした不満のはけ口の対象とされる。

［提案］アラブ人学生はユダヤ人学生と同等の扱いを受けることとする。学

生に物理学や自然科学を専攻させる。なぜなら、これらの分野を選択すれば

民族主義などにかかわっている時間はないし、ドロップアウトの割合も高

い。海外留学を容易にし、帰国と就職を困難にする。これは出国を奨励する

ものである。
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　（5）法の施行

　法の施行と国内治安の維持は法治国家の義務であり、法の施行を躊躇する

ことは敵対勢力につけいるすきを与える。

［提案］違法行為は容赦しないことを周知徹底する。所得税、違法建築など

に対する訴訟を行う。アラブ地区での警察、治安部隊の増強に努める。

　さらに、「土地の日」の後にまとめられた「提案2」は次のように述べて

いる。「土地の日」のストが成功をおさめた要因は、ストの組織者が教育機

関に浸透できたこと、従来穏健とみられていた市町村の役人などがスト支援

に加わったこと、ラカバなどのスト準備が用意周到であったことなどに求め

られるとしたうえ、政府当局がアラブ首長に圧力をかけたことが政治的には

たして賢明であったかと自問し、総合的なプランを作成するための委員会の

設置を訴えたのである。

　政府は公式には同メモを非難したが、ガリラヤ出身のラビや政治家はこれ

を讃え、結局ケーニッヒ自身解職されることもなかった。‘44》
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V．民族化・パレスチナ化・イスラーム化

1．メッカ巡礼

　1976年の「土地の日」闘争は、西岸の選挙が占領地の民族化、パレスチナ

化の証であったのと同様、イスラエルのアラブ・イスラーム社会の民族化、

パレスチナ化を象徴することになった。それと同時に1978年以後続いている

イスラエルのイスラーム教徒のメッカ巡礼もまた、アラブ・イスラーム社会

の重要な変化として注目されよう。

　1977年2月フセイン・ヨルダン国王王妃の不慮の死に際して、イスラエル

のアラブ人一行が1948年以来30年ぶりにヨルダンを訪れ、弔問したのがそも

そものきっかけであった。‘45）この機会にイスラエルのアラブ人はヨルダン

当局に対し、メッカ巡礼がイスラエルのイスラーム教徒に全く閉ざされてい

るのは納得できないと、かねてからの不満を表明するとともに、アンマン駐

在のサウジアラビア代理大使にメッカ巡礼の許可を求めたハリド国王あて書

簡を手交したのであった。‘46）いかなる国の市民であろうと、メッカ巡礼は

イスラーム教徒の尊い義務であるが、1948年の建国以来イスラエルのイス

ラーム教徒はこの義務を遂行することができなかった。このことはイスラエ

ルのアラブ・イスラーム社会の発展を阻害した最大の原因であったといえる

であろう。しかし問題はサウジアラビア当局がイスラエルのパスポート携行

者の入国を認めないという、極めて原則的な性格のものであったから、もっ

ぱら手続き上の立場から解決をはかることが可能であった。ここで仲介の労

をとったのは、前ヘプロン市長のアリ・ジャアバリ（Muhammad　Ali　a1－

Jaabari｝とフロリダ出身の米民主党上院議員リチャード・ストーン（Richard

Stone｝であった。ジャアバリは弔問のためヨルダンを訪れたとき、ヨルダン
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当局からイスラエルのイスラーム教徒のヨルダン経由サウジアラビア訪問に

反対でないとの感触をえていたし、ストーン議員も同様に、最大の難関で

あったパスポートの件については、ヨルダン政府がパスポートに代わる証明

書を発行することで解決をみたと述べていた。｛47）こうしてイスラエルのイ

スラーム指導者がまず、メッカ巡礼を行った後、翌1978年10月から11月にか

け、イスラエルのイスラーム教徒約3，000名が1948年以来初めてメッカ巡礼

に出発したのである。

　メッカ巡礼は毎年続けられているが、これがアラブ・イスラーム社会に与

えた心理的効果は、1979年3月のエジプト・イスラエル平和条約の調印に続

いてアズハルなどエジプト国内の大学がイスラエルのイスラーム教徒にも門

戸を開放するのではないかとの期待とあわせ、はかり知れないものがあろ

う。

2．激化する国内の政治的対立

　1979年のイラン・イスラーム革命を頂点とするイスラームの復興は、イ

スラーム教徒の間で反イスラエル感情を一段と燃え上がらせたといわれ

る。‘‘8⊃イスラエルでも、占領地でもモスクが次々と建設されている。疎外

された若者達はイスラームに走る。イスラームの指導者はイスラーム大学

の設立を進めている。1980年1月ウム・アル・ファヒムの暴動は「ホメイ

ニー！ホメイニー！」の叫びで一色にぬりつぶされたといわれる。C49）占領

地でもイスラエルの支配に将来を見通せぬ若者がイスラームを話題にし始め

ている。1970年代に入り、アラブ・イスラーム社会のなかで民族化、パレス

チナ化と呼ばれるべき現象がおこったが、80年代に入るとイスラーム化現象

が顕著となった。これらの潮流は次に国内の政治的局面にどのような影響を

与えたであろうか。
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　長いあいだ、共産党（ラカバ）はアラブ人社会の利害を代弁する党とし

て、権利と平等のための闘争をはじめ、土地収容反対闘争など多くの闘争の

先頭に立ってきた。しかし、1970年代に入りパレスチナ解放闘争が激しくな

り、アラブ人社会を刺激し始めると、ラカバもこのような潮流を無視しえな

かったが、ソ連の路線に忠実であったこと、ラカバの幹部にユダヤ人党員、

キリスト教徒党員が多かったことがアラブ・イスラーム社会でもうひとつ十

分な支持を得られなかった要因であった。イスラエルのアラブ人社会の民族

化、パレスチナ化は共産党の予想をはるかに越えて進んでいた。1970年代初

め、イスラエル最大のアラブ村、ウム・アル・ファヒムで結成された「村っ

子運動（Sons　of　the　Village　Movement）」は最初、地方政治の刷新、ハム

ラ支配の排除、地方の近代化などを訴えるアラブ知識階級の政治運動にすぎ

なかったが、やがて単なる地方の村レベルの政治行動を超越し、1964年の

「アル・アルド」解散以来、最も過激な民族的政治問題に関する発言を開始

したのである。（5°）「村っ子運動」は、たとえば土地の日の闘争のように状

況によっては共産党と共闘したが、次第に共産党の妥協的な路線に対する攻

撃の手を強めていった。同運動が掲げたスローガンは、イスラエルのアラブ

人に対する自決権の要求、ユダヤ人の左翼クループとの政治的連合の拒否、

すべてのパレスチナ人の真の代表としてのPLOへの支持、最終的にはパレ

スチナ全土に単一の非宗派的民主国家を樹立することなどであり、｛5　1）イス

ラエル・アラブ人はあくまでもイスラエル国民の一一部であるとみ、パレスチ

ナ国家はイスラエルの隣、西岸とガザに建設されると考えるラカバの路線と

真向から対立したのである。このようなラジカルな主張は共産党にあきたら

ない多くのアラブ青年にアピールし、同運動は大学のアラブ学生自治会や地

方の政界などに浸透し、1973年12月の地方選挙ではウム・アル・ファヒムな

どで初の議席を獲得することに成功を収め、共産党との間に主導権をめぐる

抗争が激化していく。　「村っ子運動」は、1977年2月にニューヨークで客死

したパレスチナ人の詩人ラシード・フセイン（Rashid　Hussein｝の追悼集会

一31一



を同年3月故郷の小三角地帯の村で行ったが、これにはイスラエル、占領地

双方から、シャカア（Bassam　Shakaa｝ナプルス市長、カワスメ（Fahed

Qawasmeh）ヘプロン市長、ハッラーフ（Karim　Khalaf）ラマッラー市長を含

む1万人が参加したといわれ、イスラエル紙はこの集会をイスラエル建国以

来最初の本格的な全パレスチナ集会と評したという。‘52）このように「村っ

子運動」はもっぱらパレスチナ・アイデンティティを強調することによって

アラブ人の間で支持を拡大したのであった。かつての「アル・アルド」が

アラブ民族主義の絶頂期にアラブ統一とナセリズムに傾斜したのに対し、

「村っ子」の拠り所はパレスチナであったのである。‘53，しかし、ラカバは

巻き返しをはかり、1978年になると、ヘブライ、ハイファ、テルアビブ、

バーイラン、ベルシェバの各大学で、激しい抗争の末、アラブ学生自治会の

ヘゲモニーの奪回に成功するのである。さらに、1977年の第9回国会選挙の

直前、ラカバはイスラエルのオリエント系ユダヤ人の政治組織「ブラック・

パンサーズ」と手を握り、平和平等民主戦線（Democratic　Front　for　Peace

and　Equality：DFPE）を結成し、共産党の名前は極力出さないよう心がけ、

支持基盤の拡大をはかったのである。その結果、1977年の国会選挙でDFP

Eがアラブ有権者からえた票は50％を越えたのであり（表4参照）、全体

でも4．6％を獲得しt国会に5名の議員を送り込んだのである。しかし、

「村っ子運動」が同選挙でアラブ人に呼びかけた投票のボイコットは、ラカ

バの躍進に冷水を浴びせ、アラブ人の投票率は1973年のときの約80％から72

％へ減少した。

　しかし、1981年の第10回国会選挙でDFPEは全体の3．4％、アラブ票の

37％を確保したにとどまり、議席を1つ減らしたのである。共産党の票田と

いわれたナザレでは前回の70％から53％に激減し、クファール・カナでも66

％から41％へと支持を減らした。｛54，この敗因について、党の実績に対する

失望、アラブ投票率の低さ（ユダヤ人の投票率78．5％に対し70．1％）、さら

にアラブ有権者の穏健かつ現実的な選択、つまりユダヤ人社会における右傾
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化に直面して「悪しき選択の中の最善」を選んだため、労働党に流れたこと

に起因すると分析されている。‘55｝

　1984年に実施された第11回国会選挙はDFPEにとって極めて厳しい審判

となった。この選挙で、かつて「アル・アルド」のメンバーであったハイ

ファの弁護士モハメド・ミアリ（Moharnmed　Miari）は、イスラエルの平和運

動家マティヤフ・ペレド（Mattiyahu　Peled）、ウリ・アブネリ（Uri

Avnery）らと進歩的平和リスト（Progressive　List　for　Peace：PLP）を

創設し、キャンペーンを開始したのである。同リストは、ユダヤ人の過激な

右翼組織ユダヤ防衛連盟（Jewish　Defense　League｝のリスト「カバ（Kach）」

とともに中央選挙管理委員会によって登録を拒否され、後に最高裁が選管の

決定を取り消すといった紆余曲折を経て選挙にのぞんだのであった。PLP

はイスラエル当局によって破壊活動に従事する団体とみられたのであった。

事実、PLPのシンボル・マーク「P」はパレスチナを象徴するといわれ、

そのスローガンはパレスチナ解放機構（PLO）の承認であり、ガザ地区、

西岸のパレスチナ国家樹立の支持であった。｛56）PLPとDFPEはアラブ

票をめぐって激しい選挙戦を展開した。1984年初め、ミアリがジュネーブで

アラファトPLO議長と会見した代表団の一員であり、そのことを誇示すれ

ば、投票日をひかえてDFPEのメイル・ウィルナー（Meir　Wilner）とタウ

フィク・ザイヤードもまた、ジュネーブでアラファトと接触したのであっ

た。‘57）また、共産党側はPLOの議会ともいうべきパレスチナ民族評議会

（Palestinian　National　Counci1）が1976年以来ラカバ支持であったと主

張、‘58）さらにラカバのタウフィク・トゥビィ（Tawfik　Toubi）はあるアラ

ブ村での選挙キャンペーンで、「投票日の7月23日はガマル・アブデル・ナ

セルの英帝国主義に対する革命の記念日である。あなた方の支援を得てその

日を勝利のときとしようではないか」と極めて民族的な表現を用いて支持を

訴えたのである。｛59⊃PLPも、　DFPEもともに、パレスチナ民族主義運

動、あるいはアラブ民族主義との一体化が選挙戦の重要な要因になったこと
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を承知していたのであった。｛6°）

　選挙の結果は、DFPEが有効投票の3．4％を獲得し、4議席を得たのに

対し、PLPは1．8％と健闘、2議席を獲得したのであった。

表5．アラブ人の政党別投票率（％）

　　　労働党連合　DFPE

1981年　　29　　37

1984年　　24　　33

ド
一74クリ NRP

4

4

シヌイ　　PLP　ヤハド

　4　　　　　　　－

　5　　　18　　　6

その他

　17
　　7

（出所）Peretz＆Smooha，”Israers　Eleventh　Knesset　Election．tt

　　　Middle　East　Journal，　Winter　1985　に引用。なお、シヌイは中

　　　道政党、ヤハドはワイツマンのリスト。

　第11回選挙がイスラエルのアラブ人社会にとってどれほど重要な意味をも

つことになったかは上の結果からも明らかであろう。アラブ有権者の実に51

％、全体の5．2％が反シオニズムを掲げる2つのリストを支持したのであ

る。DFPEは1977年の51％をピークに、以後37％、33％と低落を続けてい

る。DFPEと労働党連合の票がPLPに食われたことは明白であろう。ラ

カバはガリラヤ、とくにナザレで現状を維持することができたのに対し、P

LPは小三角地帯とワディ・アラのイスラーム教徒の村落で圧倒的強みを発

揮し、他を全く寄せつけなかった。‘6i）1984年の第11回選挙のもうひとつの

注目すべき現象は、「アラブ人に死を」「アラブ人は国を出ていけ」などの

反アラブ的言動で知られたカハネ（Meir　Kahane｝のカバが1議席を獲得した

ことである。選挙後の7月27日カハネは演説し、エルサレムのテンプル山で
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の祈祷をアル・アクサー寺院を破壊するための1歩として重視していると語

り、物議をかもした。｛62，さらにカハネがイスラエルのアラブ人を国外退去

させるためのアラブ出国事務所の第1号を設立すると公言していた、ウム・

アル・ファヒムで8月4日、5．000人以上のアラブ人、ユダヤ人が抗議行動

を行った。｛63）このような例に示されているように、イスラエルのユダヤ人

社会の民族化、過激化現象はアラブ人側の同様の対応を招くにいたってお

り、相互の憎悪を増長している。

3．アイデンティティの模索

　1967年の6日戦争はイスラエルのアラブ人社会の民族化を捉し、1973年の

10月戦争以後はパレスチナ化が顕著となった。そして1979年のイラン革命後

のイスラーム復興の嵐のなかで、今度はアラブ人社会のイスラーム化の様々

な動きがみられるようになる。それでは民族化、パレスチナ化、イスラーム

化と形容されるイスラエルのアラブ人社会の諸々の現象は、個々のアラブ人

のアイデンティティをどのように規定しているのであろうか。この問題に関

してはこれまでに多くのアラブ人を対象にした調査が行われている。1966－

68年に実施されたインタビュー調査は、1967年の6日戦争を境にイスラエル

のアラブ人がイスラエル人であるとの意識よりも、パレスチナ人、さらには

イスラーム教徒あるいはキリスト教徒の、そしてアラブ人としての意識を強

く抱くようになってきていることに注意を喚起している。c64⊃　1967年以前に

は、アラブ人のアイデンティティの自己規定は物理的にイスラエル国内に限

られていたが、1967年6月のイスラエル、西岸、ガザの再結合以後はもはや

国内に限定される必要はなかったのである。しかも、6日戦争以降の中東の

流動的状況は彼らの将来にも極めて複雑な影を落としている。たとえば、同

じ調査のなかに戦争の前後でやや異なる次のような質問と回答があげられて
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いる。16引

（質問）イスラエルのアラブ人の将来はどのようになって欲しいか。

（回答）1966年

　1．ユダヤ人の一部　　　　　　　　　　　　　　　6％

　2．イスラエル国家内の独立しているが平等な国民　81％

　3．自分達の独立の国家に所属　　　　　　　　　　13％

（回答）1967年の戦争後

　1．ユダヤ人の一部

　2．イスラエル国家内の独立しているが平等な国民

　3．自分達の独立の国家に所属

　4．パレスチナ全土に出現するアラブ国家に所属

53％

17％

19％

　この質問に対する回答からもアラブ人の自己規定が変化しっっあることが

うかがえるのである。とくに、戦争後に行われた調査の4の回答は新たに加

えられたものであるが、3、4を合わせて36％に達するアラブ人がイスラエ

ル以外に自己の将来の期待をかけていることは注目に値するといわざるをえ

ない。さらに、6日戦争後の不透明な状態の下では次のような回答もみられ

る。‘66）

（質問）イスラエルとアラブの国とではどちらが暮らしやすいと感じるであ

　　　ろうか。
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（回答）1966年1967年
　イスラエル　　　　　　　　　62％

　どちらともいえない　　　　　14％

　アラブの国　　　　　　　　　23％

31％

12％

57％

　このようにしていったんふくらんだ期待は、その実現のためには多くの障

害が立ちはだかっているのだと気付いたとしても、激しく変転する中東の政

治状況にあっては容易に消失することはない。イスラエルのユダヤ人社会自

体同様の変化の波に見舞われており、将来を展望することはもちろんのこ

と、彼らのアイデンティティそのものがどのように変わっていくのか全く暗

中模索の状態にあることを考えると、今後のイスラエルとそれを取り巻く国

際環境が彼らの運命を左右していくのであろう。

　10月戦争後の1974－75年に行われた348人のイスラエル・アラブ人を対象

にした調査によれば、イスラエル人、パレスチナ人の自己規定は次のように

パレスチナ意識の向上を現している。イスラエル人であることの響きについ

て、非常によいとする回答者が14％、かなりよい39％、ややよい23％、全く

よくない24％であるのに対し、パレスチナ人であることは、非常によい63％

と高く、ついでかなりよい22％、ややよい10％、全くよくない5％となって

いる。‘6’）調査者はこの回答の分析から、2つの自己規定は対照的ではある

ものの、多くの回答者の頭のなかでは2つが両立しうるものとみている・同

じように、1976年2月一7月の調査は、あなたはどの程度イスラエル人（イ

スラエル・アラブ人、アラブ人、パレスチナ人）であるのかという質問に対

する次の回答を披露するのである。c68）すなわち、非常にとか、かなりの程

度アラブ人であると回答したものは91％、パレスチナ人である76％、イスラ

エル・アラブ人である42％、イスラエル人23％と、アラブ人およびパレスチ

ナ人としてのアイデンティティに強く収敏している。
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　こうしたイスラエル・アラブ人の自己規定（self－identification》は、

1970年代なかば以降進展していくパレスチナ論議やアラブ・イスラエル紛争

の解決、それにイスラエル・エジプト平和条約にいかに反映されているので

あろうか。ハイファ大学のスムーハが1976年に行った調査によれば、アラブ

人の50％はイスラエルの生存権を無条件でみとめるが、29％は条件付、21％

は全くみとめない。‘69D一方で、イスラエルのユダヤ的、シオニスト的性格

についてはアラブ人は厳しく拒絶する傾向にあるから、一般的にはアラブ人

の多数は国家としてイスラエルをみとめるが、そのユダヤ的、シオニスト的

性格は否定し、2民族国家への移行を望んでいる。要するに、アラブ人の大

多数が1947年当時拒否した2民族国家構想を、今日イスラエルのマイノリ

ティとしてのアラブ人は最善のオプションとみなしているのである。10年前

の1966年に行われた別の調査と比べると、イスラエルの生存権を無条件でみ

とめるアラブ人が増えていることに気付く。10年前には被調査者全体でイス

ラエルの生存権を無条件でみとめるとする者32％、条件付47％、生存権をみ

とめぬ者17％であった。‘7°⊃それでは、1979年3月に締結されたイスラエル

とエジプトの平和条約についてのアラブ人の反応はどうであろうか。スムー

ハとペレッツの調査はアラブ人一般の49．2％が平和条約を支持し、条件付

で支持しているのが28％、反対は22．8％に上ることを明らかにしているが、

ユダヤ人一般では70％が同条約を無条件で支持している。（7　1，アラブ・イス

ラエル紛争にかかわる問題についてのアラブ人の反応は次のとおりである。

西岸のユダヤ人入植については賛成2．2％（ユダヤ人45．7％）、反対84．3％

（同27．8％）、平和のために妥協すべき領土は、新国家が樹立されるパレス

チナの全土11．8％（ユダヤ人1．2％）、1947年の分割案の境界25．7％（0．3

％）、東エルサレムを含む1967年前の境界41．0％（1．0％）、多少の修正を

した1967年前の境界8．9％（8．0％）、西岸に関して妥協の用意をともなう

現在の境界7．1％（32．5％）、多少の修i正を行った現在の境界5．5％（56．9

％）となっている。これらの問題に関するアラブ人とユダヤ人の態度は全く
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対照的であるが、領土に関する限り、アラブ人の四分の一以上がイスラエル

は1947年の分割案のラインまで撤退すべきであると考えている。｛72）パレス

チナ問題に対するアラブ人、ユダヤ人の態度の違いも興味深い。1980年の調

査は次のような結果を示す。｛73）

　（1）イスラエルのパレスチナ人の承認について、アラブ人一般は賛成が

80．1％（ユダヤ人一般は11．0％）、一定の条件の下でのみ賛成が16．3％（同

35．3％）、反対3．6％（53．7％）、（2）パレスチナ人の代表としてのPL

Oの承認について、賛成68．0％（ユダヤ人2．7％）、一定の条件の下でのみ

賛成22．9％（12．5％）、反対9．1％（84．9％）、（3）イスラエルに隣接す

る西岸とガザにおけるパレスチナ国家の樹立について、賛成64．3％（5．4

％）、一定の条件の下でのみ賛成20．0％（17．7％）、反対15．7％（76．9

％）、　（4）パレスチナ難民のイスラエルの1967年以前の境界へ帰還する権

利の承認について、賛成77．9％（5．8％）、一定の条件の下でのみ賛成17．9

％（20．1％）、反対4．2％（74．1％）である。自己規定がパレスチナ問題

にどう反映されているかに関する1974。75年の調査結果は次のとおりであ

る。‘74）

　パレスチナ問題の一番良い解決策は何かの問に対して、2つの回答が用意

され、第1の「イスラエルがユダヤ人もアラブ人も平等な地位を有する世俗

的国家となるべきである」を望ましいとする回答には、自らをパレスチナ人

とみなすアラブ人は46％、イスラエル人と自己規定するものは46％、イスラ

エル人でありパレスチナ人でもあるとする者は49％、どちらでもないとする

者は48％、全体では48％がこれを支持し、第2の「パレスチナ国はイスラエ

ルの隣に建設されるべきである」を望ましいとみる回答は、それぞれ52％、

48％、59％、67％、54％である。さらに、パレスチナ国がイスラエルの隣に

建設された場合にあなたはどうするかの問に対し、（1）そこに移るか、に

関してはっきりと肯定したのは、順に43％、20％、11％、33％、29％、はっ

きりと否定したのは、20％、37％、51％、33％、33％であり、　（2）そこで
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の政治活動に参加するか、に関して明白に肯定したのは、順に58％、17％、

13％、29％、34％、（3）自分の子供をそこの学校に入れるか、に関して

はっきりと肯定したのは、それぞれ55％、30％、23％、43％、40％であっ

た。パレスチナ国が建設されても、そこに移らないと回答しても、そのこと

から直ちにパレスチナ国の樹立に反対であるとの結論を引き出すことはでき

ない。その回答には消極的なニュアンスよりもむしろ積極的意思表示が潜ん

でいるからである。筆者の経験に照らしても、彼らのなかには、自分が現在

住んでいる土地を何で離れなければいけないのか、この土地にあくまでもし

がみつくことがどれだけ大切なのかわからないのか、など、1948年以来の歴

史体験を十分に学習しつくした回答を寄せた者が少なくなかったであろうと

推察される。

　いずれにせよ、イスラエルのアラブ人がアンビバレントな状況に常に直面

していることは確かであろう。エジプト・イスラエル間の平和条約に続い

て、イスラエルと隣国の和平が進展したとしても、話題になるのは占領地の

アラブ人であって、イスラエルのアラブ人は一顧だにされるものでないこと

を彼らは十分承知しているのである。しかも、イスラエルが隣のアラブ国と

平和条約を締結した暁には、彼らには再び占領地の家族や同胞と別離する運

命が待ち構えていることも知っているのである。また万が一、新たな中東戦

争が勃発し、こんどはアラブ側が勝利を収めたとしても、彼らは果たして歓

喜の叫び声をあげることができようか。これまでイスラエルの市民として暮

らしてきた彼らの身の上にどのような運命が降りかかるか、予測もつかない

のである。上述したパレスチナ問題に対する、いささか控え目な回答は、イ

スラエル・アラブ人の置かれた複雑な状態を説明しているのである。した

がって、将来もイスラエルの市民として国法の枠内で権利を確保していこう

とアラブ人が考えたとしても、それは非難するに当たらない。

　イスラエルの社会学者サミー・スムーハは、イスラエル・アラブ人が将来

イスラエルの国内でどのような方向に向かうであろうか、またイスラエル当
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局はこれにどう対応すればよいかについて、次の3つの可能性を指摘してい

る。‘75｝第1の方向は最大限の統合の可能性である。これは、アラブ人が同

化することなく、できるだけイスラエルの社会内に個人として統合される方

向である。このようなアラブ人はパレスチナ・アイデンティティとは区別さ

れるイスラエル・アラブ・アイデンティティを確立する。彼らは自分達をイ

スラエルの完全な一部とみ、ユダヤ人はアラブ人を平等な仲間とみなす。イ

スラエルがユダヤ人国家であり、シオニストの国である点は何の変化も受け

ないが、文化・言語の二元性は根つくことになり、新しい、共通の文化的特

質が生まれる。帰還法は別にして、市民の権利・義務は完全に等しくなり、

普遍的に適用される。すなわち、軍の徴兵制はアラブ人にも適用され、アラ

ブ問題局のごとき役所の特殊な部署は廃止され、いかなる職業、政治活動の

自由も保証される。そのうえ、ユダヤ人との結婚に関する法規定も制定され

る。2言語使用の学校、アラブ人、ユダヤ人の混合居住地区などの共通の社

会的枠組みの創設もまた奨励されなければならない。資源はアラブ人にも平

等に配分され、一切の差別を禁ずる特別法が制定され、政府の諸機関やユダ

ヤ機関もこれを遵守する。

　これに対して、第2の可能性は、アラブ人のパレスチナ人マイノリティと

しての地位を確立することである。アラブ人はイスラエルに居住するパレス

チナ人の一部であるパレスチナ・アラブ人と自らを正式に規定する。そして

イスラエルによっても少数民族としてみとめられる。彼らは、政府のアラブ

部局のみならず、現在の文化、宗教、教育の諸機関をも統轄する。また、彼

らは、民族的な政党、通信・報道機関、それに大学など独自の機関を設立す

る。アラブ人所有の、アラブ人管理の工業施設を建設するための巨額の資金

援助を受け、アラブ地域にイスラエルの基準に達するまでのサービスを提供

し、アラブ人とユダヤ人の社会的，経済的格差を是正するよう努める。ユダ

ヤ・シオニストの国の一部でありながら、パレスチナ・アラブ人マイノリ

ティはアラブ世界との文化的つながりを含む多方面の関係を発展させ、イス
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ラエルの市民権のほかアラブ国の市民権も獲得できるようになる。

　第3の方向は、アラブ人に対し、以上の2つの可能性のうちのいずれかを

選択させるというものである。つまり、イスラエル社会のなかに十分統合さ

れるのか、それとも正式にみとめられたパレスチナ少数民族の成員として大

幅な独自性を享有するのか、の選択の自由を与えられるのである。

　スムーハによれば、以上3つのオプションはいずれもアラブ、ユダヤの共

存のための真摯な試みである。アラブ人は現在彼らが享受する以上の権利や

機会を受けることになるが、それも絶対的な平等ではない。また国家のユダ

ヤ的、シオニスト的性格は少しも揺るがない。イスラエルのユダヤ人多数に

とっては、最初の選択の方が危険度が小さいといえよう。しかし、この方向

といえども実現される可能性は極めて小さいと、スムーハはみる。（’6，アラ

ブ・イスラエル紛争が継続する限り、イスラエルがユダヤ・シオニストの国

家である限り、またイスラエルの経済状態が好転しない限り、アラブ人の地

位の改善は非常に限定されたものとならざるをえない。

　これに対して、中東紛争の解決のなかでイスラエルの隣にパレスチナ国家

が樹立された方が当事者には好ましいとする見方がある。ウィスコンシン大

学のテスラーは、1974－75年に実施した調査から次のような結論に到達して

いる。（77）イスラエルの立場から見ても、パレスチナ国の創設は、一方でア

ラブ人を一級の市民として扱いながら、ユダヤ人の国家をどうやって維持す

るかの難問を解決してくれるであろう。パレスチナ国はイスラエルの存立を

脅かすから、これは諸刃の剣ではないかとの指摘もあろう。しかし、イスラ

エルの非ユダヤ系市民に政治的アイデンティティを選択させることによって

イスラエルのユダヤ性のジレンマを解消させることになる。それに、イスラ

エルは国内のアラブ人を新国家との橋渡しとして利用することができ、そう

なると正常化が進展し、真の平和が確立することになる対話が生まれる。占

領地に建設されたイスラエルの入植地は望むならパレスチナ国にとどまるこ

とができる。パレスチナ国の樹立はイスラエルのアラブ人にとっても、政治
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的アイデンティティと他の潜在的利得を選択させ、そのあいまいなステータ

スを合理的に解決することになるであろう。イスラエル・アラブ人の忠誠と

協力をえようとして経済的、イデオロギー的な競争がイスラエル、パレスチ

ナ国の間で展開されることも考えられよう。そうなれば、両国に好ましい社

会的変化をもたらす原動力となる。もとより、テスラーはこれを個人的な結

論であると断っており、現実にパレスチナ国の設立を可能にするような条件

が備わっているかどうかは別の問題である。
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VI，むすびにかえて

　冒頭で述べたように、イスラエルのアラブ人はイスラエルによっても他の

国々によってもほとんど無視されてきたという意味で「みえない」存在で

あった。しかし、中東の政治変動の大きなうねりは彼らをもすっばりと飲み

込んでしまっている。現在の人口増加率がこのまま持続すれば、1990年代の

初めにはイスラエルのアラブ人口が100万人に達するであろうとの予測があ

る。（’8）そうなれば、イスラエルは事実上の2民族国家に変わってしまう。

いや、そうならない前に、あるいはそうならないために、イスラエルはこれ

までに様々な手段を講じてきたのであるし、今後とも講じ続けるであろう。

筆者には、1982年6月に開始するレバノン進攻、いわゆるガリラヤ平和作戦

も、そのようなイスラエル・アラブ人封じ込めの1手段であったのではない

かと思われるのである。確かに、近年PLOのイスラエル・アラブ人への働

き掛けが活発となっている。パレスチナの議会ともいうべきPNCのメン

バーには元イスラエル・アラブ人が3名いる。‘’9）PLOのイスラエル・ア

ラブ人、ユダヤ人の政治組織へのアプローチは1984年の第ll回選挙をみれば

明らかである。イスラエル・アラブ人によるテロやその他の犯罪行為も目

立っており、労働社会問題省の係官の話によれば、青少年犯罪の48％以上は

アラブ人青年によるもので、しかも民族主義感情に動かされているケースが

多いという。‘8°⊃また、1983年12月イスラエルの軍事法廷はイスラエル軍兵

士を殺害した2名のイスラエル・アラブ人に死刑判決を言い渡したが、これ

は実にアイヒマン裁判を含め4件めの死刑判決といわれ、イスラエルの法曹

界、アラブ人社会に衝撃を与え、アムネスティはこの判決を非難した。｛81）

しかも、イスラエルのアラブ人は、自分達の運命が決定されるかも知れない

中東和平に何とか発言しようと積極的な試みを行っている。たとえば、1980
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年9月にラカバ系のアラブ急進派はシェファラムでイスラエル・アラブ人の

パレスチナ会議をオーガナイズした。9月6日イスラエル・アラブ人の指導

者150名が集まり、キャンプ・デービッド、エジプト・イスラエル平和条約

締結後の情勢のなかで討議を行い、イスラエル・アラブ人はパレスチナ人の

一部であること、彼らの運命はパレスチナの大義の公正な解決に存すること

を声明するとともに、西岸、ガザのオートノミーを拒否し、イスラエルの隣

にパレスチナ国家を建設することを宣言したのであった。c82）続いて、1980

年12月、ナザレでアラブ国民会議の開催が企画された。これは、ラカバの活

動家のほか、イスラエルの急進左派の政党シェリ（Sheli｝のマティヤフ・ペ

レドらが主催者となってアラブ人およびパレスチナ国の樹立に関心のあるユ

ダヤ人に広く呼びかけたものであった。‘83，しかし、イラエル政府はこの会

議開催を危険視し、12月1日ベギン首相兼国防相は会議の開催を緊急規則84

条（1）に基づき禁止したのである。‘84，

　このように、イスラエル政府は「みえつつある」イスラエル・アラブ人の

存在をつとめて「みえなく」することに、これまで多くのエネルギーを費や

してきたといえよう。一方、「みえつつある」アラブ人の側にも将来への具

体的な展望ということになると、戸惑いが隠せないようである。イスラエル

の隣にパレスチナ国が成立したとき、イスラエル・アラブ人はどうするか。

イスラエルに踏みとどまるのか、それとも新生パレスチナに移住するか。こ

の問題ひとつとりあげても、アラブ人の心中は微妙に揺れる。明確に移住し

ない、イスラエルにとどまると意思表示した者は、前述の調査によれば20％

から51％まで多様である。実際問題としてイスラエル・アラブ人のアイデン

ティティに関する限り、イスラエルが最大のカギを握っているといっても差

し支えあるまい。将来何らかの形でイスラエル・アラブ人も、中東和平の対

象とされる日が訪れるかも知れない。そのときにも、イスラエル政府はこの

問題を議題とすることに強い拒絶反応を示すに違いない。イスラエルのアラ

ブ人問題はあくまでもイスラエルの内政問題であるからである。｛85）ことは
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イスラエルの安全にかかわっている。ここでは、1948年以来の歳月の流れが

決定的な重みをもっている。かように、アラブ人の置かれた状況は微妙なの

である。

　イスラエルのユダヤ人の目からすれば国内のアラブ人は第五列かも知れな

い。だが、1977年11月のサダト・エジプト大統領のイスラエル訪問は、イス

ラエルのユダヤ人社会の対アラブ人認識をポジチブに改善させる好機を提供

したといえるであろう。c86）イスラエルと4度戦ったことのあるアラブの大

国が平和の意思を明確に表明したのである。それまでネガチプなステレオ・

タイプのアラブ人観に支配されていたユダヤ人の心情論理が、混乱に陥った

ことは容易に想像できよう。この混乱状態からポジチブな認識へとアラブ人

観が展開するためには、さらにポジチプなインプットが継続的になされなけ

ればならない。エジプト・イスラエル関係が正常化し、建設的に発展してい

くことが何よりも重要であり、それによってイスラエル国内のアラブ・ユダ

ヤ関係も好転していくといえよう。しかし、イスラエルと平和条約を締結し

たあとのエジプトはアラブ世界の孤児となり、アラブ諸国のみならず、西岸

など占領地のアラブ人の間でも平和条約を弾劾する声がJ．tがったのである。

一方、イスラエルも、占領地の入植を拡大し、1982年にはレバノン領内へ進

攻し、アラブ側の神経を逆撫でしたのであった。ポジチプな展開の期待とは

全く逆に事態はどんどんネガチプな方向へ向かうことになった。

　イスラエルのアラブ人が国内で満足しているか、不満を持っているかは、

シオニズムに対するイデオロギー上の立場もあるであろうが、個々のユダヤ

人との個人的関係、イスラエルの学校、企業などの諸機関との個人レベルの

関係に負うところも大であるとの指摘がなされる。‘8’）もしも、あるアラブ

人のユダヤ人、ユダヤ諸機関との関係が不満足なものであり、さらに個人的

に差別や嫌がらせを体験したなら、彼は恐らくイスラエルにいることが耐え

がたく思うであろうし、自分自身のアイデンティティをイスラエル人である

と規定することに抵抗を感じるようになろう。つまり、イデオロギー的にイ

一46一



スラエルの存在に反対する者は、ユダヤ人との個人的付き合いにも不満を抱

くであろうし、ユダヤ人との間に不愉快な問題を抱える者は、やがてこうし

た関係を国の体制やイデオロギーへの反発に転換するであろう。イスラエル

のアラブ人を取り巻く状況は確かにそのとおりなのであるが、双方の社会は

デリカシーを欠いたまま、相互に対立を助長するようなネガチブなステレ

オ・タイプ化したイメージを作りあげてしまっている。たとえば、1980年に

実施された調査で、ユダヤ人の36％がアラブ人は汚いとみ、64％が清潔であ

る、あるいは清潔でも汚くもないと回答し、42％がアラブ人は人間の生命を

大切にする、33％が大切にしない、16％のユダヤ人はほとんどのイスラエ

ル・アラブ人はスパイである、53％のユダヤ人はイスラエルが傷つけばほと

んどのイスラエル・アラブ人は大喜びするとみているとの結果が提示されて

いる。‘88｝このようなイスラエルのユダヤ人の側にみられるネガチプな性向

がイスラエル当局によってイスラエル・アラブ対策に利用されているのでは

ないかとの声が、イスラエルの社会学者などから上がっている。ハイファ大

学社会学部のスムーハ、テクニオン（工科大学）のワッフマン（Avraham

Wac㎞an）は1984年3月「土地の日」を記念するガリラヤのユダヤ人、アラブ

人に関するシンポジウムで政府のガリラヤ政策は、同地のアラブ人がすべて

敵対的であるとの前提に立脚していると述べている。‘89Dまたスムーハは、

ガリラヤ地域のユダヤ人は一般のユダヤ人よりもアラブ人社会との平和的共

存には冷淡であると論じ、アラブ・マイノリティに対する完全な権利の付与

に関して支持するのはユダヤ人一般の56％、テルアビブのユダヤ人の60％に

比べ、わずか50％にすぎず、しかもガリラヤのユダヤ人のうち、72％はアラ

ブ人のマジョリティ化を防止するための制限措置を支持し、57％は政府に対

しアラブ人の出国を奨励すべきであると望んでいる、さらに78％はアラブ人

に対する統制を強化すべきであり、アラブ人は信用できないと信じる者が82

％に上っており、一般のユダヤ人の57％と比べてもアラブ人に対して敵対的

である。これに対して、ガリラヤのイスラーム教徒、キリスト教徒、ドルー
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ズ、ベドウィンの67％はイスラエルの生存を受け入れており、59％は西岸と

ガザ地区にパレスチナ国が建設されてもガリラヤと小三角地帯はイスラエル

内にとどまると考え、これらの地域の自決権を希望するのは31％程度であ

る。一方で、アラブ人の被調査者中、イスラエル・アラブ人の自律的な法的

地位を支持する者は9％、ガリラヤと小三角地帯を含んだパレスチナ国を望

む者は13％に達する。したがって、この調査に関する限り、ガリラヤのアラ

ブ人は一般のアラブ人に比べ、はるかにイスラエル国に忠実であるのに、政

府の政策立案者はガリラヤのアラブ人は敵対的であるとの前提から出発して

おり、事態を正しく認識していないだけでなく、悪化させる恐れがあると、

スムーハらは警告しているのである。

　しかしながら、1984年7月の国会選挙で2万6、　OOO票近く（1981年に比べ

5倍の得票）を獲得し、国会議員ひとりを送り込むことに成功したカバの反

アラブ・スローガンをみる限り、アラブ人、ユダヤ人両社会の脆弱な関係

が、急速に好転するとはとても考えられないのである。すでに選挙後カバに

よる反アラブ行動を契機にアラブ人社会にもますます先鋭化していく徴候が

現れている。
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